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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正極板及び負極板をセパレータを介して交互に積層して積層体を形成し、該積層体を電
解質と共に袋状の外装材内部に収納した扁平型電池において、
　正極板と負極板のうち少なくとも一方の極板を二つ折りにしたセパレータに挟み、セパ
レータに挟まれた一方の極板と他方の極板とを交互に複数積層して前記積層体を構成し、
　前記二つ折りにしたセパレータの折り目に相当する辺を除く残りの三辺のうちの何れか
の辺における前記一方の極板に対する前記セパレータの余裕を他の二辺より小さくすると
ともに、前記セパレータの折り目に相当する辺以外の三辺は、前記極板の端部からはみ出
すセパレータの上下の余裕部同士が接着されることなく、
　前記袋状の外装材は、金属層の少なくとも一方面に樹脂層を備えた１枚のラミネートシ
ートを、前記樹脂層を内側に２つ折りにして、前記セパレータの折り目に相当する辺の外
側に、前記ラミネートシートの折り目に相当する辺を配置して、前記ラミネートシートの
折り目に相当する辺を除く三辺の前記樹脂層を溶着して袋状に形成されていることを特徴
とする扁平型電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電池の発電要素を袋状の外装材で密閉した扁平型電池に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、携帯機器や電気自動車用の電源として、高エネルギ密度、高出力密度のリチウム
イオン電池が注目されている。リチウムイオン電池の単電池（セル）は、可撓性の正極板
と負極板との間に電解液を含浸したセパレータを介在させて巻回した円筒型電池や、平板
状の正極板と負極板との間に電解液を含浸したセパレータを介在させて袋状のラミネート
シートに封入した扁平型電池がある（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　扁平型電池においては通常、温度変化によってセパレータが収縮した場合でも正極板と
負極板とが接触して短絡することを防止するために、セパレータの幅及び長さの寸法は、
正極板及び負極板の寸法よりも大きな寸法に形成されている（上記特許文献の図２及び図
４参照）。
【特許文献１】特開２００４－５５４２５号公報（第３頁、図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このため、外装部材の寸法、即ち扁平型電池の外形寸法は、セパレータの大きさに合わ
せて決定され、電池の小型化を阻害するという問題点があった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記問題点を解決するために、本発明は、正極板及び負極板をセパレータを介して交互
に積層した積層体を、電解質と共に袋状の外装材内部に収納した扁平型電池において、正
極板と負極板のうち少なくとも一方の極板を二つ折りにしたセパレータに挟み、セパレー
タに挟まれた一方の極板と他方の極板とを交互に複数積層して前記積層体を構成し、二つ
折りにしたセパレータの折り目に相当する辺を除く残りの三辺のうちの何れかの辺におけ
る一方の極板に対するセパレータの余裕を他の二辺より小さくするとともに、前記セパレ
ータの折り目に相当する辺以外の三辺は、前記極板の端部からはみ出すセパレータの上下
の余裕部同士が接着されることなく、前記袋状の外装材は、金属層の少なくとも一方面に
樹脂層を備えた１枚のラミネートシートを、前記樹脂層を内側に２つ折りにして、前記セ
パレータの折り目に相当する辺の外側に、前記ラミネートシートの折り目に相当する辺を
配置して、前記ラミネートシートの折り目に相当する辺を除く三辺の前記樹脂層を溶着し
て袋状に形成されていることを要旨とする。
【０００６】
　本発明の上記態様によれば、二つ折りにしたセパレータの折り目に相当する辺では、一
方の極板を折り目に接して配置しても一方の極板と他方の極板とが接触して短絡する虞が
ないので、従来のように、正極板及び負極板に対してセパレータの余裕を取る必要が無く
なる。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、セパレータの折り目に相当する辺は、正極板及び負極板の寸法に対し
てセパレータの寸法に余裕を取らなくても、正極板と負極板との短絡を防止することがで
きるので、扁平型電池を小型化することができるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　次に図面を参照して、本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【実施例１】
【０００９】
　図１は、本発明に係る扁平型電池の実施例１を説明する図であり、（ａ）二つ折りセパ
レータで正極板を挟んだ例を示す平面図、（ｂ）ラミネートシートで外装した後の平面図
、（ｃ）Ａ－Ａ線に沿う断面図である。
【００１０】
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　図１において、扁平型電池の一方の極板である正極板１は、折り目４により二つ折りに
したセパレータ２に挟持される。そして、セパレータ２で挟持した正極板１と、負極板３
とが交互に積層されて、積層体を構成している。各正極板１は正極タブ５に接続され、各
負極板３は負極タブ６に接続されている。そして、正極タブ５及び負極タブ６の外側の一
部を残して、積層体及び正極タブ５及び負極タブ６を金属層の表面が樹脂層で覆われた一
対のラミネートシート７で覆い、内部に電解質を充填してラミネートシート７の周縁の樹
脂層を溶着して溶着部８とし、袋状の外装としている。
【００１１】
　ラミネートシート７は、それぞれ外側から、外側樹脂層，金属層，内側樹脂層からなり
、内側樹脂層同士が溶着されて袋状となる。外側樹脂層には、内側樹脂層に比べて相対的
に融点及びガラス転移点が高い、ナイロン６，ナイロン６６、ポリエステル（ＰＥＴ）等
が用いられる。内側樹脂層には、外側樹脂層に比べて相対的に融点及びガラス転移点が低
いポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）等が用いられる。金属層には、アルミ
箔が用いられる。外側樹脂層と金属層との間には両者を張り合わせる接着剤層があっても
よい。
【００１２】
　セパレータ２は、例えば、ポリエチレン（ＰＥ）、ポロプロピレン（ＰＰ）等のポリオ
レフィン系の材料、またはこれらを積層して組み合わせた（ＰＰ／ＰＥ／ＰＰ）厚さ数十
～百［μｍ］の微多孔質膜、または不織布である。
【００１３】
　尚、図１では、正極板１を二つ折りにしたセパレータ２に挟んだが、正極板１に代えて
負極板３を二つ折りにしたセパレータ２で挟んで、正極板１と交互に積層して積層体を構
成してもよい。また、正極板１及び負極板３をそれぞれ二つ折りにしたセパレータ２で挟
んで、積層体を構成してもよい。
【００１４】
　このように二つ折りにしたセパレータにより、正極板と負極板との少なくとも一方の極
板を挟んで、セパレータに挟まれた一方の極板と他方の極板とを積層して積層体を構成す
ることにより、セパレータの折り目に相当する辺は、正極板及び負極板の寸法に対してセ
パレータの寸法に余裕を取らなくても、正極板と負極板との短絡を防止することができる
ので、扁平型電池を小型化することができるという効果がある。
【００１５】
　このように構成される扁平型電池としては、例えばリチウムイオン２次電池があり、こ
の場合、正極の正極活物質として、リチウムニッケル複合酸化物、具体的には一般式Ｌｉ
Ｎｉ1-xＭxＯ2（但し、０．０１≦x≦０．５であり、ＭはＦｅ，Ｃｏ，Ｍｎ，Ｃｕ，Ｚｎ
，Ａｌ，Ｓｎ，Ｂ，Ｇａ，Ｃｒ，Ｖ，Ｔｉ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｓｒの少なくとも一つである。
）で表せる化合物を含有する。
【００１６】
　また、正極はリチウムニッケル複合酸化物以外の正極活物質を含有することも可能であ
る。リチウムニッケル複合酸化物以外の正極活物質としては、例えば一般式ＬｉyＭｎ2-z
Ｍ’zＯ4（但し、０．９≦y≦１．２、０．０１≦z≦０．５であり、Ｍ’はＦｅ，Ｃｏ，
Ｎｉ，Ｃｕ，Ｚｎ，Ａｌ，Ｓｎ，Ｂ，Ｇａ，Ｃｒ，Ｖ，Ｔｉ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｓｒの少なく
とも一つである。）で表される化合物であるリチウムマンガン複合酸化物が挙げられる。
また、一般式ＬｉＣｏ1-xＭxＯ2（但し、０．０１≦x≦０．５であり、ＭはＦｅ，Ｎｉ，
Ｍｎ，Ｃｕ，Ｚｎ，Ａｌ，Ｓｎ，Ｂ，Ｇａ，Ｃｒ，Ｖ，Ｔｉ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｓｒの少なく
とも一つである。）で表せる化合物であるリチウムコバルト複合酸化物を含有してもよい
。
【００１７】
　リチウムニッケル複合酸化物、リチウムマンガン複合酸化物およびリチウムコバルト複
合酸化物は、例えばリチウム、ニッケル、マンガン、コバルトなどの炭酸塩を組成に応じ
て混合し、酸素存在雰囲気中において６００℃～１０００℃の温度範囲で焼成することに
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より得られる。なお、出発原料は炭酸塩に限定されず、水酸化物、酸化物、硝酸塩、有機
酸塩等からも同様に合成可能である。
【００１８】
　なお、リチウムニッケル複合酸化物やリチウムマンガン複合酸化物などの正極活物質の
平均粒径は、３０μｍ以下であることが好ましい。
【００１９】
　また、負極を形成している負極活物質としては、比表面積が０．０５ｍ2/ｇ以上、２ｍ
2/ｇ以下の範囲であるものを使用する。この範囲とすることにより、負極表面上における
ＳＥＩ（Solid Electrolyte Interface:固体電解質界面）の形成を充分に抑制することが
できる。
【００２０】
　負極活物質の比表面積が０．０５ｍ2/ｇ未満である場合、リチウムの出入り可能な場所
が小さすぎるため、充電時において負極活物質中にドープされたリチウムが放電時におい
て負極活物質中から充分に脱ドープされず、充放電効率が低下する。一方、負極活物質の
比表面積が２ｍ2/ｇを越える場合、負極表面上におけるＳＥＩ形成を制御することができ
ない。
【００２１】
　負極活物質としては、対リチウム電位が２．０Ｖ以下の範囲でリチウムをドープ・脱ド
ープすることが可能な材料であれば何れも使用可能であり、具体的には難黒鉛化性炭素材
料、人造黒鉛、天然黒鉛、熱分解黒鉛類、ピッチコークスやニードルコークスや石油コー
クスなどのコークス類、グラファイト、ガラス状炭素類、フェノール樹脂やフラン樹脂な
どを適当な温度で焼成して炭化した有機高分子化合物焼成体、炭素繊維、活性炭、カーボ
ンブラックなどの炭素質材料を使用することが可能である。
【００２２】
　また、リチウムと合金を形成可能な金属、およびその合金も使用可能であり、具体的に
は、酸化鉄、酸化ルテニウム、酸化モリブデン、酸化タングステン、酸化スズ等の比較的
低電位でリチウムをドープ・脱ドープする酸化物やその窒化物、３Ｂ族典型元素の他、Ｓ
ｉやＳｎなどの元素、または例えばＭxＳｉ、ＭxＳｎ（但し、式中ＭはＳｉ又はＳｎを除
く１つ以上の金属元素を表す。）で表されるＳｉやＳｎの合金などを使用することができ
る。これらの中でも、特にＳｉまたはＳｉ合金を使用することが好ましい。
【００２３】
　さらに、電解液としては、電解質塩を非水溶媒に溶解して調製される液状のものの他、
電解質塩を非水溶媒に溶解した溶液を高分子マトリクス中に保持させたポリマーゲル電解
質であってもよい。
【００２４】
　非水電解質としてはポリマーゲル電解質を用いる場合、使用する高分子材料として、ポ
リフッ化ビニリデン、ポリアクリロニトリルなどが挙げられる。
【００２５】
　非水溶媒としては、この種の非水電解質二次電池においてこれまで使用されている非水
溶媒であれば何でも使用可能であり、例えばプロピレンカーボネート、エチレンカーボネ
ート、1,2-ジメトキシエタン、ジエチルカーボネート、ジメチルカーボネート、γ－ブチ
ロラクトン、テトラヒドロフラン、1,3-ジオキソラン、4-メチル-1,3－ジオキソラン、ジ
エチルエーテル、スルホラン、メチルスルホラン、アセトニトリル、プロピオニトリルな
どが挙げられる。なお、これらの非水溶媒は、１種類を単独で用いてもよいし、２種類以
上を混合して用いてもよい。
【００２６】
　特に、非水溶媒は不飽和カーボネートを含有することが好ましく、具体的には、ビニレ
ンカーボネート、エチレンエチリデンカーボネート、エチレンイソプロプロピリデンカー
ボネート、プロピリデンカーボネートなどを含有することが好ましい。また、これらの中
でも、ビニレンカーボネートを含有することが最も好ましい。非水溶媒として不飽和カー
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ボネートを含有することにより、負極活物質に生成するＳＥＩの性状（保護膜の機能）に
起因する効果が得られ、耐過放電特性がより向上すると考えられる。
【００２７】
　また、この不飽和カーボネートは電解質中に０．０５重量％以上、５重量％以下の割合
で含有されることが好ましく、特に０．５重量％以上、３重量％以下の割合で含有される
ことが最も好ましい。不飽和カーボネートの含有量を上記範囲とすることで、初期放電容
量が高く、エネルギ密度の高い非水二次電池となる。
【００２８】
　電解質塩としては、イオン伝導性を示すリチウム塩であれば特に限定されることはなく
、例えばＬｉＣｌＯ4 、ＬｉＡｓＦ6 、ＬｉＰＦ6 、ＬｉＢＦ4 、ＬｉＢ(Ｃ6Ｈ5)4 、Ｌ
ｉＣｌ、ＬｉＢｒ、ＣＨ3ＳＯ3Ｌｉ、ＣＦ3ＳＯ3Ｌｉなどが使用可能である。これらの電
解質塩は、１種類を単独で用いてもよく、２種類以上を混合して用いることも可能である
。
【実施例２】
【００２９】
　図２は、本発明に係る扁平型電池の実施例２を説明する図であり、（ａ）二つ折りセパ
レータで正極板を挟んだ例を示す平面図、（ｂ）ラミネートシートで外装した後の平面図
、（ｃ）Ａ－Ａ線に沿う断面図である。
【００３０】
　図２において、扁平型電池の一方の極板である正極板１は、折り目４により二つ折りに
したセパレータ２に挟持される。そして、セパレータ２で挟持した正極板１と、負極板３
とが交互に積層されて、積層体を構成している。各正極板１は正極タブ５に接続され、各
負極板３は負極タブ６に接続されている。そして、正極タブ５及び負極タブ６の外側の一
部を残して、積層体及び正極タブ５及び負極タブ６を一対のラミネートシート７で覆い、
内部に電解質を充填してラミネートシート７の周縁を溶着して溶着部８とし、袋状の外装
としている。
【００３１】
　セパレータ２は、例えば、ポリエチレン（ＰＥ）、ポロプロピレン（ＰＰ）等のポリオ
レフィン系の材料、またはこれらを積層して組み合わせた（ＰＰ／ＰＥ／ＰＰ）厚さ数十
～百［μｍ］の微多孔質膜、または不織布である。
【００３２】
　尚、図２では、正極板１を二つ折りにしたセパレータ２に挟んだが、正極板１に代えて
負極板３を二つ折りにしたセパレータ２で挟んで、正極板１と交互に積層して積層体を構
成してもよい。また、正極板１及び負極板３をそれぞれ二つ折りにしたセパレータ２で挟
んで、積層体を構成してもよい。
【００３３】
　図２に示した実施例２と、図１の実施例１との相違は、正極板１の寸法に対するセパレ
ータ２の寸法の余裕幅である。図２（ａ）に示すように、セパレータ２の折り目４を有す
る辺を除いた他の三辺のうち、折り目４の反対側の辺の余裕幅ａを他の二辺の余裕幅ｂよ
り小さくしてある。これにより、扁平型電池に過充電等の異常が発生して温度上昇し、電
池内部にガスが発生した場合、セパレータ２の折り目４と反対側の辺の位置で、正極板と
負極板とが短絡することになり、短絡した部位が発生する熱で溶着部８の溶着された樹脂
が溶融して袋状外装が開口し、内部圧力が異常に高まらないうちに電池内部のガスを排出
することができ、異常時の信頼性が向上する。
【００３４】
　尚、セパレータ２の折り目４を有する辺を除いた他の三辺のうち、余裕幅を小さくする
辺は、折り目４の反対側の辺が最も好ましいが、他の三辺から折り目の反対側の辺を除い
た残りの二辺、図２で言えば、正極タブ５または負極タブ６が位置する辺の何れかに設け
てもよい。
【００３５】
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　また、温度上昇によるセパレータ２の収縮特性が異方性を有する場合、セパレータの折
り目４の線に対して直角方向が温度上昇に伴う収縮が大きい方向となるように、セパレー
タ２の向きを配置することが好ましい。この配置により、扁平型電池の異常発生時の信頼
性を更に向上することができる。
【実施例３】
【００３６】
　図３は、本発明に係る扁平型電池の実施例２を説明する図であり、（ａ）二つ折りセパ
レータで正極板を挟んだ例を示す平面図、（ｂ）ラミネートシートで外装した後の平面図
、（ｃ）Ａ－Ａ線に沿う断面図である。
【００３７】
　図３において、扁平型電池の一方の極板である正極板１は、折り目４により二つ折りに
したセパレータ２に挟持される。そして、セパレータ２で挟持した正極板１と、負極板３
とが交互に積層されて、積層体を構成している。各正極板１は正極タブ５に接続され、各
負極板３は負極タブ６に接続されている。そして、正極タブ５及び負極タブ６の外側の一
部を残して、積層体及び正極タブ５及び負極タブ６を二つ折りにしたラミネートシート７
で覆い、内部に電解質を充填してラミネートシート７の残り三辺の周縁を溶着（樹脂層を
溶着）して溶着部８とし、袋状の外装としている。
【００３８】
　セパレータ２は、例えば、ポリエチレン（ＰＥ）、ポロプロピレン（ＰＰ）等のポリオ
レフィン系の材料、またはこれらを積層して組み合わせた（ＰＰ／ＰＥ／ＰＰ）厚さ数十
～百［μｍ］の微多孔質膜、または不織布である。
【００３９】
　尚、図３では、正極板１を二つ折りにしたセパレータ２に挟んだが、正極板１に代えて
負極板３を二つ折りにしたセパレータ２で挟んで、正極板１と交互に積層して積層体を構
成してもよい。また、正極板１及び負極板３をそれぞれ二つ折りにしたセパレータ２で挟
んで、積層体を構成してもよい。
【００４０】
　図３に示した実施例３と、図１の実施例１との相違は、ラミネートシート７が二つ折り
にされ、ラミネートシート７の折り目９が位置する辺は、セパレータ２の折り目４が位置
する辺に合わされていることである。このように、扁平型電池の外装部材であるラミネー
トシートを二つ折りにして、その折り目の位置をセパレータの折り目の位置に合わせるこ
とにより、ラミネートシートの折り目に相当する辺の溶着部を無くすことができ、扁平型
電池の体積をより小さくすることができるという効果がある。
【００４１】
　また、ラミネートシート７の折り目９が位置する辺とセパレータ２の折り目４が位置す
る辺が対応しているため、電池に異常が発生して温度上昇し、ガスが発生した場合、セパ
レータ２の折り目４以外の辺で正極板と負極板とが短絡し、溶着部８を溶融させて袋状外
装を開口させることができて、実施例２と同様に異常時の信頼性を向上させることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明に係る扁平型電池の実施例１を説明する図であり、（ａ）二つ折りセパレ
ータで正極板を挟んだ状態を示す平面図、（ｂ）ラミネートシートで外装した後の扁平型
電池の平面図、（ｃ）Ａ－Ａ線に沿う断面図である。
【図２】本発明に係る扁平型電池の実施例２を説明する図であり、（ａ）二つ折りセパレ
ータで正極板を挟んだ状態を示す平面図、（ｂ）ラミネートシートで外装した後の扁平型
電池の平面図、（ｃ）Ａ－Ａ線に沿う断面図である。
【図３】本発明に係る扁平型電池の実施例３を説明する図であり、（ａ）二つ折りセパレ
ータで正極板を挟んだ状態を示す平面図、（ｂ）ラミネートシートで外装した後の扁平型
電池の平面図、（ｃ）Ａ－Ａ線に沿う断面図である。
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【符号の説明】
【００４３】
１…正極板
２…セパレータ
３…負極板
４…セパレータ折り目
５…正極タブ
６…負極タブ
７…ラミネートシート
８…溶着部
９…ラミネートシート折り目

【図１】 【図２】
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